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開議 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○江川委員長 ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。 

本日の会議にあべ委員から欠席する旨の届出があります。 

議題に入る前ではありますが、７月４日に正副委員長会議が開催され、本日配信している資料、

正副委員長会議確認事項のとおり、委員会の統一的な運営を図るための事項が確認されましたので、

御一読の上、御承知おき願います。 

なお、１（８）のオンライン委員会や９（１）の常任委員会におけるテーマ設定に係る取組など、

前期の委員会から新たに加わった事項がございますので、その点を必ず御確認願います。 

それでは会議を進めてまいります。 

１、商工業、観光及びスポーツ、農林畜産業、建設並びに上下水道事業に関する事項についてを

議題といたします。 

初めに、（１）所管部局の業務概要の説明について、市政のあらましに基づき、理事者から説明

を受けたいと思いますが、市政のあらましは今年度からペーパーレス化されております。サイドブ

ックスの市政のあらましフォルダ、全体の、本体のほうですね、委員会のフォルダではなく、ホー

ムから入る市政のあらましフォルダに、行政編、施設編をそれぞれ配信しております。下のほうに

なります。そちらを御確認願います。 

それでは、順次、理事者から説明願います。 

○三宮経済部長 経済部の所管業務につきまして御説明申し上げます。 

経済部では、商業振興、工業振興、雇用労政、労働施策や金融支援、企業誘致及び動物園に関す

る事項を所管しておりまして、組織は、第１種施設であります工芸センター、旭山動物園の２施設

を含めまして６課で、職員数は、７月１日現在、８８名となっております。 

所管業務に係る事業につきましては、市政のあらまし（行政編）の１９５ページから２１４ペー

ジまでに記載されておりますので、その中から主な事業につきまして御説明いたします。 

初めに２０１ページ、５、スタートアップ伴走支援事業についてでございます。起業・創業希望

者に対しまして、制度やノウハウを学び、交流する機会の提供や、ビジネスプランコンテストの開

催、補助金の交付など、各段階において必要な支援を一般財団法人旭川産業創造プラザと連携しな

がら進めているほか、中高生などの若年層を対象に、未来の起業家を育てるための体験プログラム

など、起業に向けた意識醸成に取り組むものでございます。 

続きまして、２０２ページ、１１、創造拠点運営事業です。上川倉庫群にございますデザインギ

ャラリーを地域内外の住民や企業、団体、クリエーター等が集まり、創造的な活動の拠点として活

用するため、地域おこし協力隊２名を任用し、地域デザイン活動の活性化と拠点機能の充実を図る

ものでございます。 

続きまして、２１２ページ、３、ＢＣＰ連携推進事業です。地震などの自然災害が少なく、安全、

安心である旭川市の優位性を生かし、全国の企業の事業継続を支える拠点として、市内企業と遠隔

地の企業とのＢＣＰ連携の促進に向け、情報発信や誘致活動を行うものでございます。 

続きまして、２１３ページ、４、若者地元定着促進事業です。若者の地元定着やＵＩＪターンを

促進するため、関係機関と連携し、合同企業説明会を開催するほか、今年度は企業情報提供サイト
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「はたらくあさひかわ」の改修を行うものでございます。 

続きまして、所管する施設についてでございます。市政のあらまし（施設編）の５９ページから

６６ページまでに記載をしております。今回は旭山動物園について御説明を申し上げます。６５ペ

ージになります。これまでに整備した施設については、記載のとおりでございますが、今年度は、

マヌルネコ舎の増築工事のほか、子どもたちが気軽に遊ぶことができる遊具やインクルーシブ遊具

の設置に係る工事を進めているところでございます。入園者につきましては、６６ページの上段に

記載しております。直近の令和６年度は約１３９万６千人となっております。 

以上、経済部所管の業務に係る説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○菅原観光スポーツ部長 観光スポーツ部の所管業務について御説明申し上げます。 

観光スポーツ部は、観光、スポーツ及びスポーツ施設の整備に関する事項を所管しておりまして、

観光課、スポーツ推進課、及びスポーツ施設整備課の３課体制で、職員数は、４月１日現在で２８

名となっております。 

所管業務に関わる主な事業の概要につきましては、市政のあらまし（行政編）の２１５ページか

ら２２３ページまでに掲載されております。また、所管する施設につきましては、市政のあらまし

（施設編）の６７ページから７６ページまでに掲載されており、観光案内所関連の施設や、道北ア

ークス大雪アリーナ、リクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館などがございます。 

それでは、主な事業の概要につきまして、市政のあらまし（行政編）に基づき、９、観光の現況、

２１５ページ以降に掲載しております観光関連事業について御説明いたします。 

初めに、２１７ページを御覧ください。４の観光プロモーション推進事業につきましては、本市

を含む道北圏域での観光客誘致に取り組むあさひかわ観光誘致宣伝協議会が主体となり、圏域内の

自治体等と連携しながら、本エリアへの観光誘客を図る事業を実施するものでございます。 

次に、その下、５、冬季観光滞在促進事業につきましては、本市の冬を代表するイベントであり

ます旭川冬まつりや、冬まつりと同時開催される氷彫刻世界大会に対する支援など、本市の冬季の

観光促進を図るものでございます。 

次に、２１８ページを御覧ください。８の大雪カムイミンタラＤＭＯ推進事業につきましては、

滞在型・通年型観光の促進に向けたマウンテンシティーリゾートの形成を推進し、スキー場を核と

した冬季観光の促進や、各種モデル事業を実施する、一般社団法人大雪カムイミンタラＤＭＯを支

援するものでございます。 

観光関連事業の最後、９、醸造文化活用産業観光振興事業につきましては、本市が有するしょう

ゆや酒、みそといった醸造の伝統技術、歴史文化を含めた醸造文化について、アクションプランの

実践や情報発信に取り組み、アドベンチャートラベルの異文化体験の新たなコンテンツとして発展

させることで、欧米豪を中心とするインバウンドの誘客促進や、持続可能な産業観光の振興を図る

ものでございます。 

続きまして、１１、スポーツについて御説明いたします。 

２２０ページを御覧ください。６の旭川ハーフマラソンにつきましては、市民の体力向上や、観

光資源としてまちを活性化させることを目的に、マラソン大会を開催するものであります。 

次に、２２２ページを御覧ください。１０、スポーツ大会等誘致推進事業につきましては、本市

の充実した都市機能や、気候的特性を生かし、日本代表や国内でトップクラスの実績を持つ団体等
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のスポーツ合宿の誘致活動などを行うものであります。 

次に、１１、通年生涯スポーツ振興事業につきましては、市民が主体的にスポーツ等に取り組む

機会の提供と環境づくりを推進するため、旭川スポーツみらいアンバサダー事業や、プロスポーツ

の振興事業などを通して、市民のライフスタイルに合ったスポーツ振興事業を実施するものであり

ます。 

続きまして、２２３ページ、１２、スポーツ施設の整備について御説明いたします。 

１の花咲スポーツ公園再整備事業につきましては、北北海道のスポーツ競技の拠点として、また、

市民の日常利用の場として長年親しまれてきた花咲スポーツ公園について、施設の老朽化が進んで

いること、スポーツを取り巻く状況の変化や多様化するニーズに対応できていないことから、総合

体育館の建て替えによる新たな機能を導入した新アリーナ整備を初めとする公園の再整備を行うこ

とで、市民スポーツの充実を図り、地域のにぎわいづくりや新たな価値の創出を目指すものであり

ます。 

最後に、２、東光スポーツ公園整備事業につきましては、平常時はスポーツ・レクリエーション

が行える新たなスポーツの拠点として、また、災害発生時には広域防災拠点及び広域避難所として

の防災公園の整備を行うものであります。 

以上、観光スポーツ部所管に係る主な事業についての説明とさせていただきます。 

○林農政部長 農政部所管業務について説明をいたします。 

農政部では、農業林業等に関する事項を所管しておりまして、農政課、農業振興課、農林整備課、

それから第１種施設である農業センターの４課で構成し、職員数は４月１日現在で、６３名となっ

ております。 

市政のあらまし（行政編）に基づいて説明をいたします。２２４ページから２２５ページにかけ

て、本市農業の現況が記載されております。 

主な事業につきまして、初めに、２２７ページ、４の新規就農確保・育成対策事業ですが、担い

手が減少していく中にあっても、本市農業を力強く発展させるため、新規就農者を確保し、地域と

行政が一体となってその受入れから経営発展まで一貫した支援を行っていくものであります。 

続いて、５、担い手確保・育成バックアップ対策事業では、多様な農業経営の発展を推進するた

め、不足する労働力の確保に向けた農福連携などの各種事業を行うほか、市内の各地域における将

来の農業の姿を示す地域計画を策定しております。 

続いて、２２８ページ、１０の農産物等流通拡大支援事業では、農産物の付加価値向上や流通拡

大を図るため、農畜産物の商品開発等について支援するほか、旭川食のアンバサダー下國シェフの

協力のもと、旭川産の米や野菜、果樹などのＰＲを行っているものです。 

２２９ページ、高付加価値農産物流通拡大事業ですが、大阪府泉大津市との連携により、有機農

産物を初めとするクリーン農産物のＰＲ事業を展開していくほか、農業者の有機農業への転換に対

して、補助金などの支援を行ってまいります。 

続いて、２３１ページ、スマート農業・省力化技術導入支援事業ですが、担い手の減少・高齢化

等による労働力不足により、１戸当たりの作付面積が増加し、経営規模が拡大していることから、

作業の省力化、効率化などを図るため、自動操舵システム等の導入を支援するものであります。 

続いて、その下なんですが、省力化資材導入支援事業です。令和７年度からの新規事業で、農業
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者の労働力の負担を軽減するため、水稲育苗用シルバーシート等の省力化資材の導入を支援するも

のであります。 

次に、２３４ページ、強い園芸産地づくり支援事業、こちらは、足腰の強い園芸作物産地として、

市場競争力の強化や経営効率化を図るため、園芸作物の生産体制を整え、産地としての維持、発展

を図ろうとするものであり、高収益作物の生産拡大、それから暑熱対策に対する支援などを行って

おります。 

次に、その下、農業担い手研修育成事業ですが、次世代を担う農業者の育成、確保に向け、農業

センターに北海道認定の農業担い手研修育成センター機能を備えまして、市内及び近隣町の新規就

農希望者や、新たに園芸品目の栽培に取り組む農業者に対し、技術研修や技術指導を行い、経営の

安定化を支援しているものであります。 

次に、２３５ページ、１９、農業農村整備、１、農業生産基盤整備事業ですが、２３６ページの

②生産基盤改善促進事業では、耕作放棄地の発生防止等のために、暗渠排水、除礫、区画整理に対

する助成を実施することで農地の改善を図り、将来に持続する生産性の高い営農体制づくりを進め

ているものです。 

次に、林業の振興に係る主な事業になりますが、２３８ページ、３の林業担い手確保・育成支援

事業では、林業機械の導入支援等により、林業事業者の体制強化を図り、効率的な森林整備を促進

するとともに、北海道立北の森づくり専門学院のＰＲ支援、こちらを行うことで、林業の担い手の

確保、育成を支援してまいります。 

最後に、農政部が所管する施設ですけれども、市政のあらまし（施設編）の７７ページから８６

ページまでに掲載されております。江丹別の若者の郷や市営牧場、東旭川の２１世紀の森施設、そ

れから、試験研究施設として農業センター、こちらがございます。 

以上になります。農政部所管に係る事業等の説明とさせていただきます。 

○岡田建築部長 建築部所管の主な事業について御説明いたします。 

建築部につきましては、市有施設をはじめとする、市内建築物を広く所管している部局で、建築

総務課、市営住宅課、建築指導課、公共建築課、設備課の５課、職員数８３名で事業を進めており

ます。 

それでは、市政のあらまし（行政編）の２４１ページ以降に記載がありますので、そちらを御覧

ください。 

まず、２４１ページを御覧ください。２３、建築行政、１の建築確認申請等につきましては、建

築確認や建築許可のほか、違反建築物の是正指導などを行うものであり、令和６年度は、建築確認

申請、許可申請を合わせ１千７６件の取扱いがございました。 

２の建築物耐震改修等促進事業につきましては、建築物の耐震化促進のため、昭和５６年以前の

旧耐震基準で建築された住宅に対しまして、耐震診断や耐震改修に要する費用の一部を、また、不

特定多数の方が利用する民間建築物に対しまして、アスベストの分析調査や除去等に要する費用の

一部を補助するもので、令和７年度は耐震診断１件、耐震改修１件、アスベスト分析調査３件、除

去１件を見込んでおり、予算額は２８６万１千円となってございます。 

３の空家等総合対策事業につきましては、不良空き家住宅の除却に要する費用の一部を補助する

ほか、危険な空き家等に対する緊急安全措置や所有者不在の空き家についての相続財産清算人の選
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任の申立てなどを行うもので、令和７年度は、不良空き家住宅等除却費補助交付を４件、緊急安全

措置２件、相続財産清算人の選任３件を見込んでおり、予算額は６７２万４千円となってございま

す。 

４の屋外広告物対策事業につきましては、屋外広告物の設置許可や、屋外広告業の登録のほか、

適正に管理されていない広告物の調査等を行うもので、令和６年度は、許可申請取扱い件数が６４

４件、屋外広告業の登録申請件数が１１６件でございました。 

２４２ページを御覧ください。５の住宅改修促進事業でございます。この事業につきましては、

長く快適に住み続けられる住まいづくりの促進のため、住宅の省エネルギー化や、適切に維持する

ための改修に要する工事費用の一部を補助するもので、令和７年度は４５０件の補助件数を見込ん

でおり、予算は３千２６６万８千円でございます。 

６の住宅雪対策事業につきましては、融雪施設の設置に要する工事費用の一部を補助するもので、

令和７年度は３００件の補助を見込んでおり、予算額は３千１４万８千円でございます。 

７の地域材活用住宅建設促進事業でございますが、この事業は、地域材を使用した高性能住宅を

新たに取得した者に対しまして、費用の一部を補助するもので、令和７年度は２１件の補助を見込

んでおり、予算額は７千６８０万６千円でございます。 

続きまして、２４、公営住宅、１の公営住宅の現況でございます。２４３ページを御覧ください。

本市の市営住宅の管理戸数は、令和６年度末で４千７６１戸となっており、令和６年度は、旭正団

地及び春光台団地の平家建て住戸、第２豊岡団地旧住棟の解体によって、令和５年度から７２戸の

減となっております。市営住宅の応募状況につきましては、年４回実施している定期募集において、

令和５年度の第４回以降の応募倍率が、それ以前に比べまして高くなってございますが、これは、

単身者が入居できる住戸の制限を撤廃したことによるものと考えております。 

２４３ページ、２の市営住宅整備事業でございます。この事業は、市営住宅の建て替え等の整備

を行うもので、令和７年度は、令和６年度に着工した第２豊岡団地新３号棟の新築工事を継続して

おり、令和８年度に完成する予定でございます。 

以上、建築部所管の主な事業概要でございます。 

○高橋土木部雪対策担当部長 土木部の所管業務につきまして、御説明申し上げます。 

土木部は、道路、公園、河川、その他土木に関する事項を所管しており、土木総務課、雪対策課、

土木管理課、用地課、土木建設課、公園みどり課及び第１種施設であります土木事業所の６課１施

設の体制で、職員数は７月１日現在で、１３３名となっております。 

続きまして、市政のあらまし（行政編）に基づきまして、主な事業の概要について御説明申し上

げます。２４４ページを御覧ください。 

初めに、２５、公園緑化についてであります。１、公園の現況につきましては、本市には、街区、

近隣、地区、総合公園など、全部で４３８か所の公園があり、その面積は８０９万１千９１６平方

メートルとなっております。 

次に、２、都市公園等の整備につきましては、街区公園をはじめ、市民要望の強い老朽化した公

園施設の改築、更新等を旭川市公園施設長寿命化計画に基づいて進めるものであり、令和７年度は

永山中央公園ほか、計２８か所の公園施設の改築、更新、撤去などを実施する予定であります。 

次に、２４５ページの４、緑化推進事業につきましては、美しい町並みの形成と緑化意識の高揚
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を図るため、シンボル花壇等の整備のほか、花フェスタの開催や市民参加による道路等の花壇づく

りに関する支援を行っております。 

次に、少し飛びまして、２４８ページの２７、道路橋りょう整備についてであります。１、道路

橋りょうの現況につきましては、令和７年４月１日現在の市道延長は２千１４５．２キロメートル

で、そのうち特殊軽舗装を含む舗装道は１千８６０．８キロメートルで、舗装率は８６．７％とな

っております。また、市道の橋梁は全部で５９６橋あり、総延長は１２．３キロメートルとなって

おります。 

次に、２、道路舗装・橋りょうの整備につきましては、快適な市民生活と効率的な産業活動のた

め、道路橋梁の整備を促進するもので、生活道路の改良や橋梁の長寿命化等を行う行うため、令和

７年度の整備事業費として４１億４千８８４万５千円を計上しております。 

次に、３、都市計画道路整備についてでありますが、都市計画道路は、活力ある都市形成、防災

上の役割など多面的な機能を有する都市の基盤的施設であり、市内における総延長は２４８．３キ

ロメートルとなっております。そのうち、市道延長は１１６．２５キロメートルで、改良済みの延

長は９７．０１キロメートル、改良率は８３．４５％、また、舗装済みの延長は７５．８３キロメ

ートルで、舗装率は６５．２３％となっております。令和７年度は、年度内での事業完了を予定し

ている大雪通や、令和５年度から事業に着手した永山東光線の整備事業費として、１億３千９４２

万９千円を計上しております。 

次に、２４９ページの４、除雪についてであります。効率的かつ効果的な除排雪を行うため、除

排雪路線を機能に応じて、幹線道路、生活幹線道路、生活道路、郊外道路、特殊道路に区分し、区

分ごとに出動基準や管理基準等を定めております。作業体制は、地区住民、除雪企業、市の３者が

連携し、市内９地区に地区除雪連絡協議会を設けて、地域総合除雪体制を構築し、４つの業務委託

により実施をしております。２５１ページの下段に示しておりますが、令和６年度の除排雪の実施

状況は、車道除雪延長２千１３５．２キロメートル、歩道除雪延長５８１．４キロメートル、排雪

延長１千５３７．８キロメートルとなっております。 

次に、２５２ページの５、雪対策事業についてであります。快適な都市環境づくりを推進するた

め、旭川市雪対策審議会の開催、除雪車両の購入、雪処理ルールの遵守や、除雪マナーの意識向上

等を目的とした周知啓発のほか、担い手不足の解消に向け、除雪機械等運転免許取得支援事業など

を実施しております。 

次に、２５３ページの８、人や街にやさしいあかり環境推進事業についてであります。町内会等

が設置する街路灯に関わる費用負担の軽減を図るため、設置費用や電気料金について補助金を交付

するものであり、令和７年度は８２０灯の街路灯設置補助と９９０団体への街路灯維持補助を予定

しております。 

次に、２５３ページの下段の１０、地籍調査事業についてであります。土地取引の円滑化や土地

活用の促進、災害復旧の迅速化等が可能となるよう、地籍を明確化するための測量調査等を実施す

るものであり、令和７年度は永山北及び忠和の一部において実施を予定しております。 

次に、２５４ページの１１、地域歩行空間等整備事業についてであります。災害発生時における

子どもや高齢者、障害者の移動性向上を図るため、路面の段差解消等により、歩行空間を確保し、

安全に通行できる避難経路の整備を進めるものであり、令和７年度は延長０．８キロメートルの整
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備を予定しております。 

最後に、２５５ページ、２８、河川整備についてであります。１、河川の現況につきましては、

現在、本市には、国、道、市が管理する河川が１３６本あり、その総延長は６１３キロメートルに

及んでおります。そのうち、本市が管理する河川は、準用河川が３本、４．１キロメートル、普通

河川が１１４本、３２６．１キロメートルとなっております。 

次に、３、河川整備事業につきましては、浸水被害の防止や生活環境の向上のため、本市が管理

する河川及び排水路等の整備を行うもので、令和７年度は江丹別第一線川ほか１８本の河川で事業

を予定しております。 

土木部の所管事業についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○幾原上下水道部長 水道局が所管する水道及び下水道などの事業について御説明をいたします。 

まずは水道事業についてでございますが、市政のあらまし（行政編）２５６ページを御覧くださ

い。本市の水道事業計画につきましては、これまで５期にわたる拡張事業を終えて、現行の計画で

は、表の最下段の右側にありますとおり、給水人口３７万８千人、１日最大給水量１７万３千７０

０立方メートルとなっております。 

次に、２５７ページを御覧ください。１、現況の（１）給水人口、普及率等の推移についてでご

ざいます。令和６年度末の普及状況につきましては、表の上から３行目にありますとおり、給水人

口が３０万１千８１人となっており、上から５行目にありますとおり、普及率は９６．２％となっ

ております。また、表の下から３行目にありますとおり、配水管延長は２千２３０．１５キロメー

トルとなっております。 

次に、（２）令和７年度事業計画についてでございます。主な事業といたしましては、老朽化し

た配水管等の更新を進めており、②事業概要の表の左下にありますとおり、配水本管布設替工事で、

事業費２１億７５６万円を予定しているところでございます。 

次に、２５９ページを御覧ください。３、水道料金でございますが、令和４年７月に料金を改定

しており、料金は、水道メーターの口径に応じた基本料金と使用水量に応じた従量料金から成って

おります。 

続きまして、下水道事業について御説明いたします。２６１ページを御覧ください。本市の下水

道事業につきましては、昭和５６年から現在の下水処理センターの設置により、周辺５町を含めた

広域的な処理を開始しているとこでございます。 

２６２ページの１、現況の（１）、下水道普及状況を御覧ください。令和６年度末におきまして

は、表の上から３行目にありますとおり、処理区域面積が８千６８ヘクタール、上から５行目の処

理区域内人口が３０万５千９３８人で、下から３行目の下水道処理人口普及率は９７．４％をカバ

ーしております。 

また、（２）下水道事業進捗状況の最下段にありますとおり、管渠延長は１千９２８．２キロメ

ートルとなっております。 

次に、（３）令和７年度事業計画についてでございます。主な事業といたしましては、②事業概

要にありますとおり、下水管布設工事で、事業費１４億９千７５１万４千円を予定しているところ

でございます。 

次に、２、公共下水道事業計画についてでございます。本市の下水道事業は、昭和３３年策定の
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下水道事業全体計画に沿って事業を進め、その後、数回の計画変更を重ね、現在の事業計画では８

千１２７．８ヘクタールを処理区域としております。 

次に、２６４ページを御覧ください。３、下水道使用料についてでございますが、令和４年７月

に改定しており、使用料は、定額の基本使用料と汚水排出量に応じた従量使用料から成っておりま

す。 

次に、２６７ページから２６８ページを御覧ください。３１、簡易水道事業についてでございま

す。本市では郊外部の西神居地区で平成８年から、また、江丹別地区で平成１７年から、それぞれ

簡易水道事業を実施しております。 

最後に、３２、農業集落排水事業についてでございます。本市では、西神楽の千代ヶ岡地区で、

平成１３年から農業集落排水事業を実施しております。 

以上が、水道局所管に関わる事業の説明となります。よろしくお願いいたします。 

○有馬農業委員会事務局次長 農業委員会事務局でございます。本来であれば、事務局長が説明を

させていただくところでございますが、本日不在のため、私が代わって御説明をいたします。 

それでは、農業委員会が所管する業務の概要について、御説明いたします。農業委員会は、市町

村に設置される独立した合議体の行政機関であります。事務局の本年４月１日現在の職員数は、１

２名となっております。 

それでは、市政のあらまし（行政編）２６９ページ、３３、農業委員会を御覧ください。農業委

員会では、農地法等関係法令に基づいた農地移動適正化あっせん事業などの許認可事業をはじめ、

農地等の利用の最適化の推進、法人化その他の農業経営の合理化、農地利用の最適化に関する施策

について、改善意見の提出や、農業者年金の窓口業務などを担当しております。 

初めに、１、委員会構成でございます。現在、農業委員は、定数の２７名が在任しておりまして、

内訳は、農業者等からの推薦が２６名、農業関係以外の団体・個人からの推薦が１名となっており

ます。 

次に、下段、２、農地業務でございます。（１）農地移動適正化あっせん事業は、農業委員会等

に関する法律及び農業振興地域の整備に関する法律に基づき、主に農地の所有権移転により、農業

経営の規模拡大などを図るものでございます。（２）利用権設定等促進事業は、農業経営基盤強化

促進法に基づき、主に農地の賃貸借契約締結により、農地の利用集積を図るものであります。その

下段、（３）農地転用の推移は、農地を農業以外の目的で使用するための転用実績につきまして、

２７０ページに移りまして、上段の（４）農地事務処理状況は、農地法第３条、第４条、第５条、

第１８条の規定に基づく各種許可及び届出、並びに行政サービスとして発行している現地目証明に

ついて、それぞれの実績を表中にお示ししております。（５）農地利用状況調査は、農地の適正管

理の確認と遊休農地及び荒廃農地の早期発見を目的としまして、毎年度、全農業委員により実施し

ているものであります。 

次に、同じページの３、農業者年金業務でございます。これは、主に農業者の老後の生活の安定

と福祉向上のほか、後継者、または第三者への農地の権利移譲による経営の若返りや規模拡大の促

進、年金受給前に亡くなられた方の遺族に対する保障をするため、農業者老齢年金、経営移譲年金、

死亡一時金などの支給手続といった農業者年金業務を農業者年金基金から委託を受けて行っており

ます。 
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次に、同じページの４、農業後継者施策でございます。新規就農希望者や後継者育成への対応と

して、農業委員による営農方法の指導や助言のほか、農地の生前一括贈与を促進するための納税猶

予証明などを発行しております。 

最後に、２７１ページに移りまして、５、農業情報の提供活動でございます。農地行政の動向を

はじめ、事務局に寄せられる農地に関する相談事例などをまとめた農業委員会だよりを農業委員が

編集、発行することにより、農業者及び関係機関の皆様に、農業委員会への理解を深めていただく

活動を行っておりますが、令和６年度の発行は休止しております。 

以上、農業委員会所管業務の概要について御説明させていただきました。よろしくお願いいたし

ます。 

○江川委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○江川委員長 なければ、業務概要の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席して

いただいて結構です。 

次に、（２）中小企業の経済対策についてを議題といたします。この件につきましては、金谷委

員から発言の申出を受けております。 

それでは御発言願います。 

○金谷委員 それでは質疑をさせていただきたいと思います。 

予定しておりました時間より短くなりますけれども、何点かお聞きいたします。ちょっと諸事情

によりまして若干短くなりました。 

今年度に入って３か月が経過いたしましたが、旭川市の中小企業の経営状況について、市として

はどのようになっているのか調査をしていますか。現状について、認識を伺いたいと思います。 

○小島経済部次長 旭川市内の中小企業の経営状況の現状の把握ということでございます。 

まず、日本銀行の旭川事務所の金融経済概況によりますと、本年６月時点での全体感として、道

北地域の景気は、一部に弱めの動きが見られるが、持ち直しているとされており、同事務所の企業

短期経済観測調査においても、景況判断はよいと回答した企業数から悪いと回答した企業数を差し

引いた数値が、プラスの１５となっているところでございます。 

その一方で、本市が本年６月に実施いたしました旭川市中小企業経営状況アンケート調査では、

前年と比較した経営環境はよくなったが２６．９％、変化なしが３８％、悪化したが３４．５％と

なっており、物価高騰の影響などから、厳しい経営環境に置かれている企業が一定数存在している

ものというふうに認識しているところでございます。 

○金谷委員 今お示しいただきましたように、悪化していると答えている事業者は多いと分かりま

した。特に、その要因に対してどのように分析をしているのか、お考えをお聞かせください。 

○小島経済部次長 ただいま答弁いたしましたアンケート調査の結果において、昨今の物価上昇に

より、企業活動にどのような影響がありましたかとの設問では、悪い影響があったと回答した企業

が７７．８％となってございます。 

また、経営上の課題または問題点はどのような内容ですかとの設問では、求人難が６３．６％、

利益減少が４６．４％となってございまして、物価高騰や人材確保に苦慮していることが経営環境

の悪化につながっているものと推測できるところでございます。 
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○金谷委員 今お示しいただきましたように、人材不足、物価高騰による要因が大きいということ

が分かりました。それでは、それについての今年度の予算、どのようになっていますか。支援策を

お聞かせください。 

○小島経済部次長 今年度の市の取組ということで答弁させていただきますが、まず、人材確保の

取組といたしましては、旭川市企業情報提供サイト「はたらくあさひかわ」において、２１３社の

地域企業情報を提供しているほか、本市産業の動画紹介や求人情報を掲載しているところでござい

ます。 

また、介護分野や、建設分野などにおいて、外国人労働者を活用する事例が増加してきておりま

すが、市内企業においては、雇用の意向はあるものの、そもそも制度や手続についての情報を入手

したり、相談する手段や機会が少ないという課題も見えてきましたことから、外国人材の雇用を検

討している市内事業者、または現在雇用している事業者を対象に、外国人材活用に係る制度や受入

れ環境の整備等の相談対応を行う外国人材活用相談窓口を、本年８月に開設する予定でございます。 

そのほか、新規学卒者や、幅広い年代を対象とした合同企業説明会への参画、さらには、地元企

業に正規雇用により就業し、旭川市内に居住する方に対する奨学金返済に対する支援を行うなどの、

人材確保の取組も実施しているところでございます。 

また、物価高騰対策の取組ということにつきましては、本市の中小企業融資制度に災害・景気対

策融資により支援をしているほか、令和６年度からの繰越し事業ということになりますが、国の物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用いたしまして、燃料等物価高騰により厳しい経営状

況にある貨物自動車運送事業者に対して、支援金を給付したところでございます。 

○金谷委員 補正予算、予算等の内容は、お聞きしてきましたので分かります。今ね、お示しいた

だいた内容も入っていたということですが、特に現在ですね、新年度に入りまして、物価高騰や人

材不足に苦労している、そういった内容の中、特にですね、飲食業、この方々からの支援策の必要

性を訴えられております。どのような支援策があるか、お聞かせください。 

○小島経済部次長 飲食業につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、多大な

影響を受けたところでございますが、令和５年５月の５類感染症への移行に伴い、通常の経済活動

が可能となったところでございます。 

しかしながら、他の業種同様、物価高騰による仕入れコスト等の上昇や人手不足といった課題に

直面しているものというふうに認識をしてございます。 

先ほど答弁いたしました人材不足、それから、物価高騰に対する支援策につきましては、貨物自

動車運送事業者に対する支援金を除きまして、飲食業の皆様も対象としているところでございまし

て、企業情報サイトへの掲載につきましては、多数の飲食業事業者の皆様に御活用をいただいてい

るところでございます。 

○金谷委員 これまで、国からの物価高騰対策のための、今お示しいただいた内容の中にもありま

した、重点支援地方交付金、これについては、会派としても、これまで代表質問等で、物価高騰対

策の必要性、その中でも飲食業に対しての必要性があるということをお伝えしてきた経過がござい

ます。 

今年度、これから予定される内容を問いたいと思いますが、今のままでは十分とは言えないので

はありませんか。第３回定例会に向けて具体的に対策として検討すべきではないかと考えますが、
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見解をお聞かせください。 

○小島経済部次長 飲食業に対する、さらなる支援策ということでございますが、国においては、

物価高騰対策ではございませんが、小規模事業者等の持続的な経営に向けた、経営計画に基づく販

路開拓等の取組に対する補助制度というものも設けているところもございますし、本市においても、

中小企業融資制度により支援を行っているほか、一般財団法人旭川産業創造プラザでは、製品技術

開発、販路拡大など、企業が抱える様々な課題の相談に対して、情報提供やアドバイスに加えて、

他の機関と連携した支援活動を行っているところでございます。 

委員のほうから今御意見ございました今後につきましてでございますけれども、経済状況の変化

を適宜把握した上で、必要な取組といったものを検討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○金谷委員 はい、今御答弁がありました、経済状況の変化をこれから適宜把握し、必要な取組を

検討してまいりたいということであります。この後、第３回定例会前に市長選挙がございますが、

市長の選挙公約、現職のね、市長の選挙公約の中でもですね、特に、報道等では、物価高騰対策に

力を入れたいということを述べておられます。この点考えましてもね、第３回定例会前にしっかり

と、部としてはね、検討を重ねておく必要があるのではないかと思います。今後の考え方として、

責任ある部長の見解を伺い、質疑を終了いたします。 

○三宮経済部長 飲食店向けの物価高騰対策への支援でございますけども、今、次長のほうからも、

検討するということで答弁をさせていただきましたけども、まず状況把握をしっかりさせていただ

きたいというふうに思っています。 

数字で見ますと、飲食業全体が苦しいというよりは、個別にいろんな事情があるのかなというふ

うに思っています。というのはですね、飲食業は、開業率も廃業率も高くて、非常に競争が激しい

ので、原材料や燃料の値上がり分を直ちに値段に追加したときに、お客さんが離れてしまうという

懸念があるというふうに思っています。 

そういった個別事業に対しまして、しっかりと支援をしていくということが大切だというふうに

思っていますので、例えば、旭川産業創造プラザのようにですね、個別企業支援をしているところ

もございますので、そういった個別の事情をしっかりとお聞きしまして、丁寧な対応をしてまいり

たいというふうに考えますし、物価高騰対策の全体の事業としてはどういったものが適切なのかと

いうことにつきましては、今後、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。 

○江川委員長 この件につきまして、ほかに御発言ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○江川委員長 なければ、ただいまの件に関わり出席している理事者につきましては、退席してい

ただいて結構です。 

次に、（３）東光スポーツ公園基本計画（複合体育施設）の改定について、及び（４）花咲スポ

ーツ公園再整備事業に係る事業方式選定の考え方についての以上２件について、理事者から報告願

います。 

○菅原観光スポーツ部長 初めに、東光スポーツ公園本計画（複合体育施設）の改定につきまして、

御報告を申し上げます。 

 東光複合体育施設の基本計画につきましては、本年４月の常任委員会において実施日程等の御報
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告をいたしました基本計画改定案に対する意見提出手続の結果と、旭川市スポーツ推進審議会の審

議を踏まえ、令和７年７月１０日に改定をいたしました。 

基本計画改定案に対する意見提出手続につきましては、本年５月１５日から６月１６日までの期

間で意見募集を行い、個人の方から５件の御意見をいただいたところでございます。 

寄せられた御意見の内容と意見に対する市の考え方は、御手元の資料に記載のとおりとなってお

り、主な御意見として、観客席数や子ども向け施設に関する具体的な要望、プール及びアリーナの

整備に関する意見等をいただいておりますが、複合体育施設の整備への反対意見はなかったもので

ございます。 

また、７月１日に旭川市スポーツ推進審議会に意見提出手続の結果と改正案を示し、質疑応答を

行い、基本計画改定案の了承を得て、７月１０日付けで改定をいたしました。 

次に、花咲スポーツ公園再整備事業に係る事業方式選定の考え方について御報告申し上げます。

総合体育館の建て替えによる新アリーナ建設を含む花咲スポーツ公園再整備事業につきましては、

昨年度、官民連携手法による実施を決定したところであり、今年度は事業方式の決定と事業者の公

募を予定しております。 

資料の１ページを御覧ください。事業方式の選定に当たりましては、外部有識者の御意見を伺う

ため、事業者の選定を行う花咲スポーツ公園再整備事業事業者選定委員会を設置し、去る７月２日

に第１回目の会議を行い、事業方式について御意見を伺ったところでございます。委員構成及び委

員については、下の表にお示ししたとおりでございます。 

資料の２ページを御覧ください。昨年度実施いたしました官民連携導入可能性調査の市場調査に

より、民間事業者から応募の可能性のある各事業方式について、従来手法と比較を行い、それぞれ

の特徴をまとめたものでございます。事業方式によりそれぞれ違いがありますが、アリーナの保有

者が公共か民間かという点で大きな違いがございます。 

資料の３ページを御覧ください。官民連携導入可能性調査の結果を取りまとめた比較の表でござ

いますが、アリーナを公共が保有する方式では、建設費と維持管理費を支出することとなり、財政

支出が大きくなっております。また、アリーナを所有しない方式では、リース方式では、リース料

に建設費の全部または一部が含まれる場合があること、民設民営であっても完全な独立採算は難し

いとの意見をいただいていることから、一定の財政支出は必要となります。 

資料の４ページを御覧ください。公募する事業方式につきましては、広く提案をいただくため、

限定し過ぎない方式にしたいと考えております。そのため、事業者が事業計画を立てる際の前提条

件をそろえるため、公共が施設を保有する保有方式と、施設を保有しない非保有方式に分類し、こ

の２つの方式で比較検討を行っております。 

比較の視点といたしましては、新アリーナの目指す新たな魅力の創出に向けて、①のプロフィッ

トセンター機能の発揮、②事業者の経営の自由度、市の公共施設保有による財政面での視点として、

③将来的な市の財政に与える影響と区分しております。それぞれの比較につきましては下の表のと

おりであり、次のページでそれぞれの視点ごとの比較のまとめを行っております。 

資料５ページを御覧ください。視点の①ではＢＴコンセッションと非保有方式が、多様なコンテ

ンツや興業の誘致とそれに伴う施設への投資が行われやすく有利となりますが、非保有方式のほう

が、施設の価値、魅力を向上させる動機が継続的に働き、収益を確保する施設となりやすいものと
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考えております。視点②ではＢＴコンセッションと非保有方式は、経営の自由度を確保でき、民間

アイデアを生かすことができますが、ＢＴコンセッションでは、公共施設との位置づけから、より

強く公共利用が求められることが想定され、契約内容にもよりますが、事業者が求める運営方針に

一定の制約がかかる可能性がございます。一方、非保有方式では、一定の公共利用が求められます

が、自由度が高く、利用ニーズへ柔軟に対応できることで、アリーナ運営のポテンシャルを生かす

ことができると考えております。視点③では、非保有方式は、公共施設の保有量増加を抑えること

が可能であることから、将来的な財政負担を抑えることができるものと考えております。 

次に、資料６ページを御覧ください。比較のまとめになりますが、これまでになかったスポーツ

と多様なコンテンツによる様々な魅力の提供と、そのサービスを享受する市民にとって利益につな

がり、本市の魅力向上や地域経済への波及も期待できる、また、公共施設の保有量増加の抑制につ

ながるなど、将来的な財政負担を軽減できることから、非保有方式のほうが優位性があるとしてお

ります。 

一方で、非保有方式の特有のリスクとして、民間事業者の事業破綻リスク等があることから、そ

のリスクを管理する仕組みを設定することが必要であると考えております。 

これらの比較を踏まえた選定委員会の意見は、事業方式の比較については了承し、総合的な評価

により、非保有方式で進めることは妥当、ただし、非保有方式における提案が一定の水準を満たさ

ない場合には、改めて保有方式で進めることを含めて検討することとの意見をいただいたところで

ございます。 

さらに、今後の事業募集や事業開始後の各場面において、民間事業者の事業破綻リスクへの対応

と市民利用が過度に制約されない運営への対策が求められたところでございます。これらの御意見

も踏まえまして、今後公募する事業方式を決定してまいります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○江川委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言ございますか。 

○能登谷委員 今日見てすぐなので全て分からないんですが、少し聞いておきたいなと思うんです

ね。 

それで１つは、まず東光スポーツ公園のほうのことなんですが、これで見るとですね、３ページ

かな。東光スポーツ公園の概要のところで、計画、これ見直した後ですね、総事業費１８２億円と

いうことで書かれていますよね。 

それで聞いておきたいのは、今後整備される、武道館の部分は既に整備されているんですけれど

も、複合体育施設、体育館部分ですね、この後整備されるというのが、事業費幾らと見ているのか、

それも加えて１８２億円で賄えると見ているのか、その辺のところちょっと聞かせていただきたい

と思います。 

○江川委員長 理事者に伺います。お答え出ますか。答弁に時間は要しますでしょうか。 

○菅原観光スポーツ部長 総事業費の確認をいたしますので、もう少しお時間を頂戴できればとい

うふうに思います。 

○江川委員長 どのぐらいの時間必要になりますか。 

○菅原観光スポーツ部長 １０分程度お願いします。 

○江川委員長 それでは、暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時０２分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１１時１２分 

○江川委員長 再開いたします。 

 ここで、休憩前の委員会で能登谷委員から御質疑があり、答弁保留となっておりました件につき

まして、理事者の答弁を求めます。 

○菅原観光スポーツ部長 委員会の貴重なお時間を頂戴いたしまして大変申し訳ありません。 

 能登谷委員から御質疑のありました、総事業費についてでございます。１８２億円と記載させて

いただいておりますけれども、これにつきましては、令和元年度に基本計画を見直したときに記載

をいたしました事業費総額となっておりまして、その際の複合体育施設の整備費、整備予算、予定

額といたしましては８０億円というふうに想定をしておりました。 

今回、基本計画の改定に合わせまして、複合体育施設の建設費を１０４億円と見込んでおります

ので、その差額２４億円分につきまして、総事業費に加えるべき数字であったということでござい

ますので、合わせて２０６億円と、総事業費は２０６億円というふうになるところでございます。 

○能登谷委員 ということは、ここは変えたほうがいいよね。これ新しい計画だよね。そういう意

味ではね。なので、変えてもらったほうがいいんじゃないかというふうに思います。 

それからもう一つ、それを踏まえてなんですが、花咲のほうは事業費総額でどう見ているか、建

設費だけじゃなくていろんな周辺の整備もあると思いますので、それはどうなっているのか伺いた

いと思います。 

○川原観光スポーツ部スポーツ施設整備課長 花咲新アリーナの建設事業費、概算で、計画上は、

現在、消費税込みで約１４４億円と見込んでいるところでございます。 

○能登谷委員 それは建設費用だけじゃないのかな。他の事業費かかりませんか。１９０億ぐらい

かかるという話も聞こえてきましたけど、全体としてはどうなるんだろうか。それ、さっきの体育

館も同じことなんだろうか、それはもっと膨らむだろうか。それちょっともう少し説明していただ

けませんか。 

○川原観光スポーツ部スポーツ施設整備課長 施設の建設にかかるコストに加えまして、外構であ

りますとか、解体費用等もろもろ含めますと、全体約１９０億円と見込んでいるところでございま

す。 

○能登谷委員 同じように考えたとき、東光１０４億円は変わらないんですか。それは外構とかい

ろんなもの含まれて、そうなるんだろうか。 

○川原観光スポーツ部スポーツ施設整備課長 外構等も含めまして、現時点におきましては、事業

費１０４億円を見込んでいるところでございます。 

○能登谷委員 それでですね、先ほど市長の出馬表明のこともあって、物価高騰対策は速やかにや

るっていうことでしたけども、それ以外の部分で、報道にありましたけど防衛予算などですね。こ

の手の大型事業費についてはね、花咲スポーツ公園に建設される新アリーナや市民文化会館の建て

直しなどの大規模公共施設建設は、防衛関連予算など、国からの補助金をできるだけ獲得し、財政

を平準化するということを市長が出馬に当たって表明されているんですが、だとするとね、これど

れぐらい見通しを持っているのかなと、財源的に。 
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今日聞いた話の中で、民間が行うことになればですね、市が保有しない非保有方式であると、そ

れはちょっと活用できないんじゃないかということもあると思うんですよ。なので、本当にきちっ

と見通しを持ってこれ御発言されているのかどうかってこともあるもんですから、担当部局として

は、どう財政的に思っているのか、見通しを聞かせていただきたいと思います。 

○菅原観光スポーツ部長 財政的な見通しについてでございます。 

本日、御説明させていただいておりますとおり、事業手法の考え方といたしまして、非保有方式

が有利であるということで、選定委員会の御意見も踏まえて、そういった方向性で考えていきたい

というふうに考えているところでございます。非保有方式となった場合につきましては、建設費に

係る資金調達への部分は全て民間で行うこととなりますので、そういった防衛の補助等については、

そこには充てられないというようなことになるかというふうに思います。 

一方で、ＰＦＩを選択する、今説明の中で、御説明いたしておりますけれども、仮に非保有方式

で提案のあった事業が一定の水準に満たないような場合については、立ち戻って保有方式で事業を

検討するということも考えておりまして、そういった場合には、ＰＦＩ手法ということも考えられ

ますので、そういった場合には財源は防衛の財源等を充てられるというような考えでおります。 

○能登谷委員 そうすると、市長の言っていることは、このとおり必ずしもなるとは言えないです

よね。今、検討手法については、非保有方式でなるべく進めてほしいと。それが妥当でないかとい

う流れでやっていることには合わないんじゃないかと思うんですよ。保有で、改めて保有するとい

う場合には、少しそういうことも当てはまるということなので、ちょっと市長としては、選挙に向

けて、ビッグマウスだったというようなことになるでしょうか。それを部長に聞くのもなんなので

聞きませんけど、なのかなあというふうに感想だけ述べておきます。 

それでもう一つはですね、官民連携ありきで、確かに官民連携でいきたいということをこれまで

何度かおっしゃってきたし、そういう手続を取ってきたのかなと思うんですよね。ただ、このいろ

んな資料を見てもですね、例えば、２ページまでだと官民連携手法の概要ということで、従来方式

と公共が保有する方式、非保有方式を並べながらいろんなメリット、デメリットを整理されている

というつくりですよね。 

だけど、具体的に金の問題になると、３ページ以降は、従来方式が書かれていない。もうそこか

ら排除されて、官民連携ありきなんですよね。これだと、直営との比較、従来方式との比較がです

ね、十分じゃないと思うんですよ。そうすると、本当にバリュー・フォー・マネーがあるのかどう

か、効果が出ているのかということが率直に言って分かりづらいと思うんですけど、その辺はどう

いうふうに考えてらっしゃるんですか。 

○菅原観光スポーツ部長 資料の２ページについてでございますけれども、従来手法と官民連携手

法についての比較ということで、資料を整理させていただいております。本年３月に、官民連携手

法で事業を実施するといった流れの中では、バリュー・フォー・マネーがあるということで、官民

連携手法でこの事業については進めたいということで意思決定をしてきたところでございますので、

資料２ページにつきましては従来手法との比較でありますが、資料３ページ以降については、官民

連携手法の中でどのような手法が適切であるかといった視点で資料をまとめたものでございます。 

○能登谷委員 そうなんだけど、官民連携で行こうと言ったからもうそれ以外は見なくていいとい

うことでもないと思うんだよね。当然、従来手法で行った場合のいろんなメリット、デメリットっ
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てことも、担当部局としては見ておくべきじゃないのかな。もうそこで思考停止じゃなくてね、常

に見ながら、いつでも立ち止まれる。そうでなくても、市長の言っていることとも多少違ったりす

るわけだから、非保有と言いながらも、防衛予算が入るかのようなことを言ってみたりしているわ

けだから、いつでも立ち止まって、従来方式も含めてね、検討できるような、そういうやっぱり資

料の比較検討をさせるべきじゃないかなと思うんですけど。 

○菅原観光スポーツ部長 委員から今お話のありました、いつでも立ち止まってということでござ

いますけれども、現在、考え方といたしまして非保有方式を選択したいということで進めようとい

うふうに考えております。また、先ほども御説明の中でもお話しさせていただきましたが、一定の

水準を満たさない場合については保有方式での検討を進めるということも、道としてあるというふ

うに考えております。 

その中で、従来手法も選択肢の一つになるかということでございますけれども、これまでの経過

の中では官民連携手法がやはり優位であって、将来的な市の負担が削減できて、かつ、プロフィッ

トセンターとしてアリーナを活用できるということを目指しておりますので、現時点において従来

手法にまで立ち戻るということは考えておりませんが、今後の状況次第によっては、従来手法を選

択するということも考えられるというふうに思っております。 

○能登谷委員 私は、十分考えられるだろうし、考えておくべきだと思うんですよね。比較検討は

いつでもできると。それがやっぱり公共としての役割じゃないかなと、私は思います。 

それで、例えば２０３０年、令和１２年に供用開始ということで、この日程が組まれていますよ

ね、流れがね、事業計画が。で、これ、非保有方式でやるからこれでいけるんだと思うんですよ。

この日程は、なかなかタイトですよね。 

普通、保有方式だと、ある程度のことを定めた後に基本設計もやり、実施設計もやり、そして実

際に着工して造っていくことになるから、こんな今年以外の４年間でできるのは、なかなか難しい

ですよね、率直に言ってね。だとすると、このことは、２０３０年中に供用開始はあくまでも非保

有方式での場合であってね、それがうまくいかないときは、そのときには間に合わないということ

も想定されるんではないでしょうか。 

○菅原観光スポーツ部長 今、委員の御指摘のとおり、非保有方式の場合のスケジュールとして、

令和１２年のアリーナの供用開始を目指すというふうにしておりますので、事業手法を再度検討す

るということになれば、それは後送りになるものというふうに考えております。 

○能登谷委員 それでその保有か非保有か、市がね、というのは公共の仕事にとってですね、私は

最大の課題じゃないかと思うんですよ。そこまでプロポーザルでね、考えてもらいましょうという

のはどうなのかな。そこぐらいは市としてしっかり検討して定めて、その中のさらに手法をいろい

ろ検討してもらうというのは分かるんだけど、保有か非保有かってのはね、やっぱりね公共の仕事

としてはね、最大限のことじゃないかと思うんだよ。そこを誰かに考えてもらうというのはいかが

なものかと思うんですけども、どんな考えでそういうふうにしているんでしょうか。 

○菅原観光スポーツ部長 非保有か保有か、という考えでございますけれども、今回、選定委員会

の中で御意見を伺ったところでございますが、あくまで決定といたしましては、市が決定するもの

というふうに考えておりますので、事務的な手続の中で意思決定をしていくものというふうに考え

ております。 
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○能登谷委員 ま、そこが一番大事なとこだと思うので、審議会とかいろんなとこで検討してもら

った中ではそう言っているだけでね。市が何かの決定をするっていうことになるんであれば、やっ

ぱり、そこをちゃんとした議論を市としてもしていただきたいし、議会にも諮っていただきたいな

というふうに思いますので、そこをきちっと考えてもらえませんか。 

○菅原観光スポーツ部長 事業手法の決定だけではありませんが、今後進めていく過程の中で、や

はり私ども市といたしましては、市民にも、それから、当然議会にも丁寧に説明をする必要がある

というふうに考えております。議案として諮るということではないと思いますが、お示しをする中

で御意見を伺っていきたいというふうに考えております。 

○江川委員長 この件につきまして、ほかに御発言はございますか。 

○金谷委員 ちょっと初めて拝見している状況です。こちらの常任委員会の委員では今までなかっ

たので、ちょっとお伺いしたいのはですね、基本的なところでですね、以前からＰＦＩという方式

については、るる説明をいただいておりましたし、その内容の是非、メリット、デメリットについ

ても、かなり確認してきた、自分なりにね、そういう経過を持っていたと思っているんですよね。

で、今のお話だと、その非保有方式という、全く、またＰＦＩとも違うやり方が提案されていて、

それをですね、委員の皆さんがよしとしたんだっていうところはね、説明を受けて分かりますけれ

ども、果たしてその違いなどのところで、本当にこういったやり方ね、やっていくっていうことが

どうなのか、さっぱり今日のこの資料見せていただいた時点では、判断できない、そういう印象を

受けました。 

そもそも、ＰＦＩでやった場合に、官民連携か、従来かっていうところのときに、今日以前にあ

ったのかもしれません、バリュー・フォー・マネーはどういう状況だったのか、改めてお聞かせく

ださい。 

○川原観光スポーツ部スポーツ施設整備課長 バリュー・フォー・マネーの結果どうだったのかと

いうようなことかというふうに思いますけれども、例えば、運営期間を３０年で見た場合につきま

しては、従来型と比較いたしまして、例えば、ＢＴコンセッションの場合は、約１．５％というふ

うに考えられます。これはあくまでも当初の試算でございますけれども運営期間１５年で比較をし

た場合に、従来とＤＢＯ、ＢＴＯ、ＢＴＣとそれぞれ比較をしてございますけれども、新アリーナ

単体で考えた場合につきましては、ＤＢＯで６．６％、ＢＴＯですと４．３％、ＢＴコンセッショ

ンでありますと４．４％というふうに出てきております。この財政支出額はそれぞれ従来で申し上

げますと２１４億円、概算でですね。ＤＢＯですと２０１億円ですので、１２．７億円のバリュ

ー・フォー・マネーが出ると。ＢＴＯでございますと２０９億円というふうに見込まれますので、

８．３億円のＶＦＭが見込まれると。ＢＴコンセッションでありますと２０８．８億円、ＶＦＭで

申し上げますと８．５億円というふうに、導入可能性調査の結果では、そのようなバリュー・フォ

ー・マネーが出るというふうに、調査結果としてはそのような数字が出てきております。 

○金谷委員 今、３つのＤＢＯ、ＢＴＯ、ＢＴコンセッション、この部分について、官民連携でい

くと、１２億、８億、８億ね、ちょっと端数はありますけれど、差があって、バリュー・フォー・

マネーは着実に見込まれるという判断を先に１回したからっていうことになると思いますけどね、

今のね、数字ちょっともう１回確認させてほしいんですけど、これ、管理運営の年が何年かによっ

て、本当に影響があるんですよね、これってね。１５年とか３０年とか何回かおっしゃってました
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けど、今の数字って何年間の管理運営によってのバリュー・フォー・マネーなのかもう一度確認さ

せてください。 

○川原観光スポーツ部スポーツ施設整備課長 新アリーナ単体で考えた場合に、先ほど最初に申し

上げましたのが、運営期間３０年を見込んだ場合で、従来方式で２３９．３億円というふうに見込

んでおりましたが、ＢＴコンセッションで申し上げますと、２４２．９億円でございます。ＶＦＭ

につきましては３．３億円、１．５％というふうに、調査結果は、そのような結果が出ているとこ

ろでございます。３０年で申し上げますとですね、本日のこの資料は運営期間３０年ということで

説明をさせていただきましたので、今は３０年の試算で申し上げさせていただいたところでござい

ます。もう一つの数字といたしまして、運営期間１５年、仮に１５年で見た場合にどのような比較

になるのかというのが、先ほども御答弁申し上げましたけれども、もう一度、申し上げさせていた

だきます。運営期間３０年で、新アリーナ単体で考えた場合のコストということでございますけれ

ども、これで申し上げますと、従来ですと２３９．３億円、例えばＢＴコンセッションであります

と２４２．９億円、ＶＦＭは３．３億円、割合で申し上げますと１．５％ということでございます。

運営期間１５年でも試算をしておりまして、同じく新アリーナ単体で申し上げますと、従来手法で

申し上げますと財政支出が２１４億円を見込んでいったところでございますけれども、それが例え

ばＤＢＯで申し上げますと２０１億円、ＶＦＭは１２．７億円で、割合といたしまして６．６％、

ＢＴＯの手法によりますと……（発言する者あり） 

○金谷委員 今お示しいただいたＢＴコンセッション１．５％の差で３０年ね、その場合は約３．

３億円という御答弁なんですけれども、それ以外にも計算はしてないんですか。３０年で想定した

場合のＰＦＩ方式官民連携の場合、今の１．５％以外のＤＢＯとかＢＴＯとか、それはやってない

んですか。 

○川原観光スポーツ部スポーツ施設整備課長 運営期間３０年につきましては、ＢＴコンセッショ

ンのみで、ＶＦＭの算出結果としては、そのような分類で、従来とＢＴコンセッションの２種類で

比較をさせていただいたというところでございます。 

○金谷委員 ということは、それ以外は計算しなくていいんですか。答弁で出ないみたいなんで、

またここで止まってもなんですから、後でそこを確認していこうと思いますけれども。 

ちょっと疑問なのはね、結局、今お示しいただいたような、今の御説明だと、３０年想定でね、

私たち今受け止めさせていただいたというふうに見えるんですけれども、それで、一つの判断とし

て、ＰＦＩだった場合のね、今の内容であれば、ＢＴコンセッション方式といいますか、それで発

注していった場合のバリュー・フォー・マネーは、３億円ちょっとと、この時点での計算式では３

億円ちょっと３０年でっていうのは分かったんです。ただ、これは実際に委員会っていうかそちら

のほうで了解していただいたのは、結局は同じ官民連携手法であっても、非保有方式の内容につい

て、了解したと。そういうふうに聞こえるわけなんですよね。そうするとね、その内容とＰＦＩと

では、全くね、同じではないですよね、これ見せていただいたときにね。にもかかわらず、その根

拠としてね、その以前に、ＰＦＩ方式で計算したときに必ず、管理運営が年間１０億円以上でした

っけ、旭川市のＰＦＩ方針の指針がありますよね。それ以上の施設に関しては、年間、間違ったか

な、１０億円だったかな、１億円だったかな、１０億円ですよね、（発言する者あり）建設費が１

０億円以上でしたか。決まりがあるんですよね。それ以上の場合は、検討しなさいっていうことな
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ので、検討したという経過があるということで、それは分かっているんですけれども、必ずしもそ

の非保有方式とイコールではない。根拠にはだから、なり得ないのではないか。にもかかわらず、

なぜに官民連携手法が優位だというところに持っていって、そして、その中でもＰＦＩではなくて、

非保有方式にするんだというその意思決定。これ、意思決定しているんですか。もう既にしたんで

すか。まだなんでしょうか。まず先にそれだけ確認させてください。 

○菅原観光スポーツ部長 今回この委員会のほうで考え方をお示しさせていただいておりますが、

意思決定についてはまだでございます。 

○金谷委員 分かりました。ちょっと安心しましたけど。それと、今日のところはね、これ以上詳

しく入っていってもなかなかね、答弁難しい部分もあるなって思うんですけれども、１点だけ教え

てください。ＰＦＩとその非保有方式の大きな違いと、今回、非保有方式が最もふさわしいのだと

いうところの点について、その根拠となる内容について、そこだけは御説明ください。 

○菅原観光スポーツ部長 ＰＦＩ方式と、それから非保有方式であります。非保有方式につきまし

ては、公共が施設を保有しないという方式でありますけれども、ＰＦＩにつきましては、当初の事

業費を繰延べして市が負担していくようなイメージでありますが、非保有方式につきましては、使

用料、あるいはリース料に沿ってそれを負担していくようなイメージであります。 

事業方式、ＰＦＩでありますと、事業方式の一部、一部財源はあるというふうには思っておりま

すけれども、建設費のほとんどを市が負担していくというようなイメージかというふうに思ってお

ります。 

今回、その非保有方式のほうがメリットがあるというふうに選定委員会でも御意見を頂戴したと

ころでございますけれども、やはり、目的といたしましてプロフィットセンター、稼げる施設にこ

のアリーナがなっていくということを私ども目指しておりますので、そのためには民間の自由度が、

民間事業者の経営の自由度が高いほうがいいというような視点を持ったところでございます。 

それから、これ４ページに記載でありますけれども、４ページの視点①から③でございますが、

③といたしまして将来的な市への財政に与える影響ということで、非保有方式であれば公共が持た

ないということで、建設費の部分については、資金調達は民間が行うということであります。民間

が行った中で、経営の自由度が高い中で興行等を行うことによって、稼げる施設になっていくと。

稼げる施設になったときにですね、建設費の負担をそこで賄っていくという考えであります。 

ただ一方、公共施設としての役割を持っていきたいというふうに思っておりますので、その部分

については公共施設としての利用料、あるいはリース料というようなことで市のほうが負担してい

くというような考えがございます。 

こういった点から、ＰＦＩで建設費を負担するというよりも、民間で施設を保有していただいて、

使用料、リース料あるいは公共利用の枠をお支払いするといったようなほうが、メリットがあると

いうふうに考えているところでございます。 

○金谷委員 経営の自由度があるので稼げると、そういう御説明ですよね。使用料、リース料が、

でも、公共としては発生すると言っていますよね。ＰＦＩにおける管理運営費用と何が違うのかと

いうところは疑問が残りますよね。るるね、納得できないところはあるんですけれども、まだ意思

決定してないということなので、またちょっとこの続き、ひょっとしたら、次回の８月のほうでや

らせていただこうかなと思って、納得できないとこいっぱいありますけれども、今日のところは、
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一旦ここまでにさせてもらいます。 

○江川委員長 それでは、ほかに御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○江川委員長 なければ、ただいまの件に関わり出席している理事者につきましては、退席してい

ただいて結構です。 

次に、（５）米不足と農家の経営、作況調査についてを議題といたします。この件につきまして、

能登谷委員から発言の申出を受けております。 

それでは御発言願います。 

○能登谷委員 大変お待たせしましたので、なるべくさくさくとやりたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

まず、米不足の現状について伺いたいと思うんですが、その中でもまず米の価格の動向について

ですね、お示しいただきたいと思います。 

○杉山農政部次長 お米の価格についてでございます。 

随意契約による備蓄米の放出以降、全国の米の平均販売価格は下落傾向にあり、国の７月１４日

の発表によりますと、全国のスーパーにおける平均販売価格は、５キログラム当たり３千６０２円

となっており、７週連続で低下しております。一方で、米の生産に必要な各種資材や経費の高騰な

どの影響もあり、令和５年度以前の米価の水準に下がることは難しいものと考えております。 

○能登谷委員 安い備蓄米が出てきたということでの平均価格になっていますのでね、だとすると、

備蓄米以外の価格はそれほど変わっていないんじゃないかというふうに考えるんですが、その辺は

どうなんでしょうか。 

○杉山農政部次長 委員御指摘のとおり、国の７月１４日の発表によりますと、いわゆる銘柄米の

平均販売価格については、５キログラム当たり４千２７３円となっており、直近で最も価格が高か

った５月中旬の４千４６９円からは、やや低下しているものの、依然として５キログラム当たり４

千円を超える状況が続いております。 

○能登谷委員 結局、２倍ぐらいに跳ね上がったまま続いているというのが現状でないかなと思う

んですね。それで、米不足に対する認識について伺いたいと思っているんですが、米の流通量の不

足の原因、これは単純に需要量に対する生産量の不足ではないのかなというふうに思っています。 

農水省の米に関するマンスリーレポート、それから米をめぐる状況、これらを見るとですね、主

食用米の需要量は１９９７年６月末までの９４４万トンから毎年８万から１０万トンずつ減り続け

て、２０２３年６月末には６９１万トンまで減っています。ところが、２４年は小麦価格の高騰や

訪日観光客の増加などもあってですね、７０５万トンに増加しています。それに対してその前年、

２３年秋の生産量は６６１万トンしかありませんでしたので、４４万トン不足していました。 

実は、米はその前から不足していて、２３年６月末までの需要量６９１万トンに対し、２２年秋

の生産量は６７０万トンで、ここでも２１万トン不足になっています。 

その前年まではほぼ均衡していましたので、２３年から不足が始まっていたことになります。コ

ロナも明けて、観光客も増えてということだと思うんですね。今年はどうかというと、全国のスー

パーのレジで自動的に集められる購買数量のデータ、ＰＯＳデータですね、これや、米穀安定供給

確保支援機構の消費動向調査によると、需要はほとんど減っていませんので、今期、２４年７月か
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ら２５年６月末の需要は、昨年と同水準の７００万トン付近になる可能性があります。 

そうするとですね、一方で、昨年秋の米の生産量は農水省の統計では６７９万トンで、これも需

要を下回っています。しかも、夏の高温の影響によって、精米後の歩留まりが悪かったとの指摘が

あります。政府統計は玄米で計測するため、今年も実際の生産量が下振れする可能性があるという

ことになります。政府は一貫して米不足を否定してきました。江藤前農水省は、卸売業者が投機目

的で米を抱え込んでいるなどと、流通業者に責任転嫁してきました。小泉大臣も、この立場はいま

だに変えていません。 

米の流通業者は、学校給食、病院、外食産業などの取引先と、米の供給を年間契約しています。

ところが、２３年末頃からの米不足で、各事業者は契約を守るために、より高い価格で仕入れるよ

うになった。価格がどんどん高騰したんではないかと思われます。契約先への供給が優先されれば、

スーパーなどに回す米がなくなってしまいます。その結果起こったのが、昨年の夏から続く米不足、

米価格高騰であって、その根底には今言ったような生産量の不足があるのではないかと考えますが、

市の認識を伺います。 

○杉山農政部次長 昨年から続く米不足の原因でございますが、令和５年産米が不作で収量が確保

できなかったこと、また、令和６年産は比較的豊作とされておりましたが、計測方法に課題があっ

たこと、加えてインバウンドの増加により国内の米の消費量が増えたことや、南海トラフ地震の臨

時情報により買いだめの動きがあったことなど、結果としてですね、需要量が生産量を上回ったも

のと認識しております。 

○能登谷委員 農林水産省はですね、今月１８日、２０２５年産主食用米の作付意向調査を公表し

ています。３８道府県が増産するとの見通しを示しました。 

主食用米の価格上昇によってですね、飼料用米などから転換する、または休んでいたところをで

すね、作るという農家が増えました。全国の作付面積は１３６．３万ヘクタールと、２４年産実績

より１０．４万ヘクタール増えて、過去５年で最大となる見通しで、生産量に換算すると５６万ト

ン多い、７３５万トンに増えるとのことです。これらを受けて市は、米の動向についてね、この秋

の見通しをどのように捉えているのか伺いたいと思います。 

○杉山農政部次長 今後の見通しでございますが、今後も備蓄米が市場へ流通していくことや、令

和７年産主食用米の作付面積が増加していることから、まず本市においては、米不足には至らない

ものと想定しております。 

しかしながら、今夏の高温の影響を受け、例年よりも収穫時期が早まるとの話もございます。い

ずれにしましても、自然相手のことでございますので、収穫量に何らかの影響が出る可能性も排除

できないところでございます。今後もですね、需給と価格の動向については、注視してまいります。 

○能登谷委員 結局ですね、備蓄米が枯渇していってるってこともあって、今後ちょっとなかなか

不安定ですね。今年だけ足りれば済むという状況ではなくて、これまでの不足も含めて、今後ちょ

っと動向をですね、注視しなければならないし、やはり生産量を増やさないとどうしようもないと

いう時点ではないかなというふうに思っています。 

農家の経営状況についても伺っていきます。米の昨年の概算払いは幾らだったのか、その後の精

算払いもあると思いますので、それぞれ幾らになっているか伺いたいと思います。 

○杉山農政部次長 本市の主力品種であるななつぼしにつきましては、令和６年産の当初の概算払
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い額は、１俵当たりの仮価格で１万６千５００円となっており、精算につきましては、今後行われ

ていくことになりますのでまだ確定はしておりませんが、最終価格は２万円を超えると伺っており、

大きく増加するものと想定しております。 

○能登谷委員 米の価格が１俵６０キログラムで２万円を超えるということで聞きましたが、この

ことで、農家の経営は安定したと言えるんでしょうか。 

○杉山農政部次長 昨今の米の価格高騰により、一部の農家からは、一時的に収入が増えたという

ことを聞いておりますが、米の価格は、需要と供給に応じて変動することから、長期的に経営が安

定したとは言えないと認識しております。 

○能登谷委員 確かにこれまで厳しい事態が続いてきましたのでね、１回こっきりで大丈夫かとい

うことはありますので、安定しているとは言えないんだなと思うんですね。で、収入増になってい

ますが、農家にとっては、概算払いの時点で生計を立てていますのでね、精算払いがどうなるか分

からない中で、十分に農業機械の修繕や設備投資が行えなかったと、税金ばかり上がったという声

も聞かれていますが、市内ではどのような状況なのか伺います。 

○杉山農政部次長 委員御指摘のとおり、米の急騰により、急に収入が増えたことから、昨年は十

分な投資が行えなかったという声を聞いております。今年度につきましては、収入の増加を見越し

て、計画的に設備投資を進めている農業者が多いというふうに伺っております。 

一方ですね、一部の機械販売事業者からは、農家の収入の増加に伴い、農業用機械の需要が高ま

っており、場合によっては在庫不足により納品できない状況もあるという話を聞いているところで

ございます。 

○能登谷委員 それで、１８日付の北海道新聞の１面トップはですね、農家継がない次世代と、親

元就農１０年で４割減と、収入不安定で忙しく、ということが報道されていました。旭川市で新規

就農と親元就農の現状、どうなっているのかをお示しいただきたいと思います。 

○冨田農政部次長 本市におけます新規就農者数についてでございます。平成２７年から令和６年

までの１０年間で、合計５９人となっているところでございます。 

その内訳といたしましては、農外からの新規参入者が１８人、親元就農は４１人となっていると

ころでございます。 

○能登谷委員 詳しいデータをもらいましたけど、結局水稲関係はですね、ほとんど新規参入難し

いという状況ですね、２人ぐらいいるけども、実際にはのれん分けみたいなものとか、農地があっ

たということなので、全く土地も機械もなしに新規参入するってことは、ほとんど難しい状況じゃ

ないかなというふうに思うんですね。 

私伺った農家は、親御さんが亡くなって、家に戻って就農したという方がいらっしゃいました。

スマホとかユーチューブが農業の師匠だと言っているという状況なんですね。親がいなくなってか

らなので、全然教えてもらうということがなかったってことなんですね。こういう場合でも、これ

親元就農の範囲なんでしょうか。それから、新規参入者と親元就農の課題っていうのはどのように

認識されているのか、伺いたいと思います。 

○冨田農政部次長 農家の経営者が亡くなられた場合、農地や農業施設等は、相続によって配偶者

や子が引き継ぐことになります。この、子が経営を引き継ぐ場合は経営継承となりますので、議員

がおっしゃられた部分については、親元就農の範疇なのかなというふうに考えてございます。 
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また、新規参入者や親元就農者が安定的かつ継続的に営農し、また経営を発展させていくために

は、すぐれた品質の農作物を生産するための確かな栽培技術や農業経営全般に係る知識の習得に長

い時間を要すること、これが課題の一つではないかというふうに考えているところでございます。 

また、親元就農の場合には、農地や農業施設等の資産を継承することができますが、新規参入の

場合には、さらにそれらの取得に多額の費用が必要となることも課題であると認識しているところ

でございます。 

○能登谷委員 さきの報道ではですね、親元就農に支援する自治体も出ているということが書かれ

ていましたが、旭川市では親元就農への支援はあるのかどうか伺いたいと思います。 

○冨田農政部次長 本市におけます親元就農への支援策といたしましては、本市独自の融資制度に

おきまして、後継者のいる経営体、また後継者に対する優遇措置を設けているところでございます。 

また、国の制度ではございますが、地域農業の担い手の経営を継承した後継者にその経営を発展

させるための取組を支援する経営継承発展支援事業、また、円滑な農業経営の移譲に向けた取組や、

農業機械施設の導入等を支援する世代交代円滑化事業などにより、後継者への支援を行っていると

ころでございます。 

○能登谷委員 先ほども言いましたけど、米農家は新規就農がほとんど難しいですよね。 

土地や機械が莫大な経費になるということで、１０町歩ぐらいでは経営できないから１０町、２

０町になるとね、もうすごい金で、５千万円とか億単位の話になっちゃいますので、本当に難しい

という中でね、農家の経営が安定しない中で、親元就農もそれほど多くない現状ですよね。なので、

もっとやっぱり支援をしていくべきじゃないかなというふうに思います。今聞いた中でも、旭川市

の親元就農への支援というのは、利子補給程度のこととか、または国の制度の協調補助が主なもの

ですよね。だから、月形町で、先ほどの報道で、年間１００万円を２年間支援すると、これももち

ろん十分とは言えないとしてもね、自治体も支援しているという励みにはなっているんではないか

なというふうに考えられます。なので、旭川市としても、親元就農の独自支援もね、検討していく

必要があるのではないかなというふうに考えますけれども、市の考え方をお聞かせいただきたいと

思います。 

○林農政部長 新規就農に関してですね、新規参入と親元就農のお話がございまして、親元就農に

関する支援ということでいけば、ただいま答弁させていただきましたように、利子補給ですとか、

あるいは、国の制度も説明をさせていただきましたけれども、機械設備の拡充等々、こういったも

のを活用しながら支援をしているというのが現状であります。 

ただ一方では、私ども担い手の確保育成というのは非常に大きな課題というふうに思っています

ので、こういった面からは、まさにこの親元就農についても、今後どうしていったらいいのか、こ

ういったことについては、現在も一応検討はしているという状況にございます。 

また、支援の形がですね、今言ったようにいろいろありますけれども、果たしてその補助と、お

金の面での支援だけがいいのか、あるいは、様々な障害を排除するような、そういった支援策も、

場合によってはあるかもしれない。こんなことは、いろいろあると思います。 

ただ、もう一つ言えるのは、この担い手の確保については、農業だけではなくて様々なジャンル

で起こってる、現下の社会状況だと、そういうふうに認識しております。そういった中では、これ

は以前からですけれどもやっぱり農業を魅力ある職業にするということを本当に大事にしながらで
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すね、そこで、新規就農と親元就農が相乗的に、私が何とかこう働きたいのは農業なんだと、そう

いった若い人たち、若くなくてもいいんですけれども、そういった方々がたくさん出てくるような、

そういった農業政策をしっかりと展開するような、そういったあるべき姿をこの課題の中で検討し

てまいりたいというふうに考えております。 

○能登谷委員 それで、最後のあれなんですけども、もう一つは、農家の経営の問題でいくとです

ね、昨年の夏以来の深刻な米不足と、それから米価の高騰、全国の家庭を直撃したということです

よね。その最大の原因は、先ほども述べましたけど、米の供給不足ということです。 

なので、米の市場任せをやめて、需給と価格の安定に政府が責任を持っていくということがどう

しても必要だと思いますし、ゆとりある需給計画の下にですね、米の増産、備蓄を図る必要がある

んではないかなというふうに考えています。 

一方で、日本の農林水産予算は、一貫して縮小され、今や軍事費８．７兆円と言われていますが、

その僅か４分の１に当たる２．２７兆円ぐらいまでというところまで落ち込んでいるんですよね。

国民１人当たりの農業予算はですね、アメリカは約３万２８８円、フランスは２万７千９２９円、

日本は僅か１万３千５９８円ですので、半分以下なんですよね。 

だから、主食の米を安定供給する上では、米農家の生産費に見合う価格保障や所得補償など、ほ

かの国も、欧米、特にヨーロッパはやっていますけども、そういう対策をですね、国が責任を持っ

て進める必要があるんじゃないかなというふうに考えますけれども、市の認識を伺っておきたいと

思います。 

○杉山農政部次長 農業全般に関してですが、過去には、主食用米に対する交付金として、米の直

接支払交付金がございましたが、諸外国との生産条件の格差から生じる不利がないことなどを理由

に、平成２９年度をもって廃止に至ったところでございます。 

現在、経営所得安定対策として、諸外国との生産条件の格差から不利が生じている作物や、水田

を活用した転作作物に対して交付金が支払われておりますが、水田政策につきましては、令和９年

度から根本的な見直しを行うことが国から示されており、この問題はやはり、農業者における経営

の安定には非常に重要な課題でございますから、今後も国の動向をしっかり注視してまいりたいと

思います。 

○能登谷委員 あとすぐ終わります、２つぐらいで。一つは、主食である米の作況調査についてで

すね、どのように行われているのか伺いたいと思います。 

○杉山農政部次長 水稲の収穫量調査は、国民の主食である米の需給対策や生産対策などの政策を

推進するための資料作成を目的として、国の職員や専門調査員により行われており、具体的にはで

すね、無作為に抽出した全国約８千箇所の水田で実際に稲を刈り取って調査を行っております。 

○能登谷委員 結局、坪刈りしているってことなんですよね。僕もこれ、打合せの中で聞いてびっ

くりしましたけど。あれ、まだ坪刈りだったのかよという感じなんですけど。 

なぜかといえば、農作業においては、ＧＰＳを活用したりとか、いろんなことが行われています

よね。それでいろんな衛星データなんかも活用されているのに、作況調査はまだ坪刈りだというの

がちょっとびっくりしていると。 

農水省もこれまでいろんなことで、その活用とかね、それから地域、畑、田んぼごとのいろんな

状況がＧＰＳで見えて、生育状況が進んでる、進んでいないも見えているということだったので、
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多分それを活用しているのかなと思ったんですけど、それが違うというんで、ちょっとショックを

受けています。 

国は今、作況調査の公表、指数の公表を廃止するということを示唆しているんですが、その意味

とその影響をどう考えたらいいのか伺いたいと思います。 

またあわせてですね、農作業で使っているいろんなＧＰＳのデータ活用、作況調査でも活用でき

ないものかなあと。先ほどの、親元就農に入れてしまわれた、ユーチューブとかスマホを活用して

米づくりを一生懸命学んでいる青年がいましたが、彼も、何とかそのＧＰＳのデータは欲しいよね

というふうな話をしていました。それがやっぱり、米づくりの進捗を図る上でもね、周りの農家と

のいろんな違いを見る上でもね、話し合っていろいろするだけでなくて、実際のデータとして活用

できるということが、大農家だけじゃなくて、家族農家で１０町、２０町やっているようなところ

だってね、活用したいということだったんですね。なので、ＧＰＳデータ活用についての認識とい

うのも伺っておきたいと思います。 

○杉山農政部次長 これまで用いてきた作況指数については、生産現場との実感に乖離があったこ

とから、国が廃止の方向性を示しており、代わりに人工衛星や収量測定可能なコンバインを活用し、

より精度の高い統計の作成に取り組んでいくとしておりますが、これもまだ検討中ということでご

ざいますので、中止の影響について、現段階では予測が難しいところでございますので、今後の国

の動向、これも同じになってしまいますが、注視しながらですね、様々な活用について考え、検討

してまいりたいと思います。 

○江川委員長 この件につきまして、ほかに御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○江川委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

そのほか、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○江川委員長 それでは、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後０時０６分 

 


